
 

　　

　　　　　

        
     

  

         

　

・使用変更の可否検討及び決定

＜使用者へ発行する書類＞

放射線発生装置使用許可書（別紙様式３）

＜使用単位毎に使用の帳簿の記入＞

・放射線発生装置の使用の帳簿提出

（別紙様式４：使用終了後に提出）

タンデム静電加速器の利用フロー

加速器部門ＨＰ閲覧

放射線業務従事者の

有無確認

＜加速器の使用＞

・取扱説明書の精読（初回利用時）。

・保守担当者による運転指導及び注意事項の説明。

利用者会議等により使用日時の仮決定

使用不可

電子データ

請求書の発行･送付

会計施設グループ加速器・粒子線実験施設

・費用請求の基データ作成

※使用の帳簿に記載された

使用日数により請求費用

を算出（月末締）

・使用の帳簿の確認

（配信）

（終了）

費用の支払い

（タンデム静電加速器使用料）

＜使用後提出書類＞

使用に関する報告書

(年度末以降に提出)

（終了）

（終了）

ガラスバッジの準備

使用者

＜スタート＞

（繰返し使用）

使用者から

相談受け
使用について

施設側と相談

使用不可の連絡

（終了）

有り
無し

＜加速器・粒子線実験施設運営委員会＞

・使用の可否検討及び決定

＜使用前提出書類＞

①放射線業務従事に関する

承諾書（別紙様式１）

１回/毎年度提出のこと。

②放射線発生装置使用

申請書（別紙様式２）

使用の都度提出のこと。

送付

・費用請求の基データを放射線発生

装置使用申請書（別紙様式２）及び

使用の帳簿と突合わせの上使用者

へ費用請求

各実験毎に参加者リスト

※ガラスバッジの準備の

都合上必要。

＜申請内容の変更が必要な場合（注）＞

③使用変更申請書（別紙様式５）の提出

送付

（注）以下の２つの場合は、使用変更申請書

（別紙様式５）を速やかに提出すること。

（１）申請に係る使用を中止するとき。

（２）許可を得た申請書の記載事項

（使用期間を含む）に変更があるとき。

使用変更許可書（別紙様式６）

・使用日時の承認(確定)


